
2 月 22 日を政府制定の竹島の日に！ 

署名運動趣意書、並びに署名のお願い 

 

知っていますか？ ２月２２日は竹島の日 

竹島（島根県隠岐郡）が韓国に不法占拠されていることの認知向上を目的に、2005 年、島

根県議会が 2月 22 日を「竹島の日」とする決議を採択しました。その後、韓国政府や韓国

国民が竹島の日制定に対して強い抗議を行い、国際問題となったことはみなさんの記憶に

新しいことと思います。島根県においてその後も毎年 2 月に竹島の日記念式典が行われ、

この竹島問題を啓発する運動を継続して行っています。しかしながら、竹島における韓国

の不法占拠の状況は変わらず、残念ながら私たちの国土が戻ってくる気配はありません。 

でも、竹島の日は日本政府制定の日ではありません 

日本政府の竹島問題に対する見解も、「竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も

明らかに我が国固有の領土」であり、「韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がない

まま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行

ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない」ことを明らかにしています。しか

しながら、北方領土の日（2月 7日）が政府制定であるのに対して、竹島の日は島根県議会

が制定したものに過ぎないのが事実です。 

国民が行動し政府を動かしましょう 

日本の領土である竹島、そしてその周辺の領海も、日本国民である「あなた」に帰属して

います。わたしたち国民が竹島問題に強い関心を持つと同時に、確固とした国民世論をつ

くり上げ、日本政府を動かしていくこと以外に竹島は日本に戻ってくることはありません。

私たちは、まず「竹島の日を日本政府制定の日に！」という署名運動を通じて、国民世論

の形成と政府への働きかけを行うことを趣旨とし、皆様に署名活動に加わっていただくこ

とをお願い申し上げます。 

 

2009 年度社団法人日本青年会議所中国地区協議会 

領土領海問題会議 議長 佐々木啓之 

 



日本に存在する全ての島々を守るため・・・ 
2 0 0 9 年度社団法人日本青年会議所 全国一斉「領土意識醸成」署名運動～日本を知る！守る！～ 

① 北方領土の返還及び竹島の解放を要望します 

② 国境離島を守るための政策の策定を要望します 
2 00 9 年度社団法人日本青年会議所中国地区協議会 竹島の日を日本政府制定とするための署名運動 

③ 竹島の日（2 月 22 日）を 

日本政府制定の日にすることを要望します 
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＜お問合せ先＞ 

（社）日本青年会議所中国地区協議会領土領海問題会議 副委員長 平下智隆（携帯電話）090-7898-0901（E-mail）t_hirashita@mitui.jp 

※未使用の署名用紙はコピー可能です。署名された方の個人情報は、全て保護されています。 

＜署名用紙送付先＞ 

〒695-0016 島根県江津市嘉久志町 2306-4 江津商工会議所 2F（社）日本青年会議所中国地区協議会領土領海問題会議事務局 


